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要旨

本論文では､タイの外資政策の変遷について考察し､タイの中心的な労働関連法である

1998年労働者保護法､および1975年労働関係法を中心として､タイの労働法の特徴､およ

びその法制に基づくタイ企業の人的資源の特徴について論述する｡その際､タイ労働関連

法と人的資源管理､日本の労働法との比較､および ILO条約との関連などについても触

れる｡

タイの労働法の特徴として以下を指摘 した｡第 1は､タイの労働者法による労働条件は

ILOの最低基準に準じた規定が多い｡第 2は､タイでは最低賃金が実質的に労働者の賃金

決定の基準となっている｡第 3は､残業に関する賃金の割増率については高水準である｡

第4は､解雇手当の支給が法制化されている｡第 5は､20人以上の労働者を有する事業

所は文書による雇用条件協約(労働協約)を義務づけている｡第 6は､労働組合登録制度の

存在である｡労働組合を結成できるのは､労使関係法で ｢同じ使用者の下に働く労働者｣､

または ｢同業者の労働に従事している労働者｣でなければならないと規定しており､労働

組合形態は､企業別､または業種別に限られることになる｡ したがって､一般組合や地域

別組合は認められない｡第 7は､労使関係において､労働組合のみならず労働者委員会も

重要である｡

キー ワー ド :タイの外資政策､タイ労働者保護法､タイ労働関係法､ILO (国際労働機

構)､タイの人的資源管理

はじめに

本稿では､タイの外資政策の変遷について考

察し､タイの中心的な労働関連法である1998年

労働者保護法､および1975年労働関係法を中心

として､タイの労働法の特徴､およびその法制

に基づくタイ企業の人的資源の特徴について論

述する｡その際､タイ労働関連法と人的資源管

理､日本の労働法との比較､およびILO条約 と

の関連などについても触れる｡

なお､本論文は､文部科学省科学研究費補助

金基盤研究C ｢アジア ･太平洋のフロンティア

地域の国際経営｣(課題番号18530309)の研究

成果でもある｡

第 1節 タイの外資政策

タイは､アジアの中で最も早く外国資本を積

極的に受け入れ､外資導入による工業化に成功

した国の1つである｡タイの戦後の外資政策の

変遷についてみてみることにしよう｡

第 1段階は､1960年代から70年代初期までの

輸入代替工業化政策を採った時期である｡60年

代から､外資奨励政策の環境面での整備､およ
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び輸入代替を目的とする外資政策を行なった｡

60年には､外国投資の促進のための機関として

投資委員会 (BoardoHnvestment:BOI)が設立

された｡また､同年に､それまでの産業奨励法

を改正 し,｢産業投資奨励法｣を制定した｡タ

イ政府は､国家経済社会開発計画として､61年

から第 1次 5カ年計画を開始 した｡この国家計

画の政策目標は､民間活力の活用､インフラの

整備､国内外の民間企業の投資促進に重点をお

いた｡その政策に沿って､62年に､産業投資奨

励法を大幅に改正した ｢1962年産業投資奨励法｣

を制定した｡この産業奨励法は､外資を積極的

に導入 し､輸入代替型の工業を育成することを

狙いとしている｡政府は､繊維製品､消費財等

の輸入関税を大幅に引き上げる一方､国内産業

-の外国資本投資を税制面で奨励する政策をとっ

た｡外資に対する法人税の免除期間の延長､利

益送金の保証等の優遇措置を行なった｡65年に

は､投資委員会の権限強化を目的とした機構改

革を行ない､総理府の直轄機関とした｡この時

期は､国内産業保護のために導入された高関税

を回避 し､タイ市場を確保する輸入代替を目的

とし､政府の産業投資奨励法にも誘発されて､

日系企業を初めとする外国企業は盛んにタイに

直接投資を行ない企業進出を果たした｡この輸

入代替型産業の育成は､タイの工業化や国内の

産業基盤の強化には一定の効果をもたらしたが､

他方では国内生産のために必要な部品､機械設

備等の資本財の輸入が増大し､国際収支の悪化

を招いた｡また､狭除な国内市場により規模の

経済が追求できない､関税障壁により国際競争

から隔離されていた等から､この時期のタイ企

業の生産性は低く､国際競争力は低い状態であっ

た｡

第 2段階は､1970年代前半期の輸出産業の奨

励と選択的外資導入政策を採った時期である｡

70年代前半に､新投資奨励法により輸出産業の

奨励が開始された｡72年には､従来の輸入代替

政策から輸出志向政策を目的とする ｢1972年投

資奨励法｣(1)が制定された｡72年から､輸出志

向型産業振興に重点をおいた第 3次 5カ年計画
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が開始された｡この時期は､72年の10月に起こっ

たタイ大丸事件をきっかけとする日本製品不買

運動､73年10月の学生革命を契機 としてタノム

政権が倒れ文民政権の誕生､74年の田中元首相

訪タイ時の反 日運動､等の政治状況下で奨励企

業の選別を強化するという外資規制措置が実施

された｡輸出産業-の外国資本からの投資を期

待しながらも ｢外国企業規制法｣(1972年11月)､

｢外国人職業制限法｣(1973年12月)を制定して

外国企業の投資を規制 した｡さらに､非輸出産

莱 (輸出が売上げの20%以下)は､現地側パー

トナーが資本の60%以上を所有するべきである

とする ｢新投資ガイ ドライン｣の設定 (1975年)

により､資本の現地化を強化 した｡ しかし､こ

の現地化の規制の強化は､軍部の反クーデター

(1967年10月)以降緩和の方向に向かうことに

なる｡

第 3段階は､1970年代後半から現在までの輸

出志向工業化の時期である｡70年代後半から直

接投資を歓迎する奨励策が打ち出され､輸出志

向政策がさらに強化された｡77年 4月に従来の

投資奨励法が大幅に改正され､｢1977年投資奨

励法｣(2) が制定された｡輸出志向型産業をさら

に育成するために､78年 7月には外国人職業規

制法の改正､78年 7月と82年4月には外国企業

法の規制緩和､および83年 1月にはBOIの通達

が実施された｡特に83年のBOI通達は､外国資

本の投資比率の緩和が行なわれた｡すなわち､

外国投資家は､製品の50%以上を輸出する場合

は過半数､100%輸出の場合は100%の資本所有が

認められた｡なお､主に国内市場向けの企業で

は､タイ側が登録資本の51%以上の株を所有す

ることとした (例外として､農業､動物飼育業､

漁業､鉱業､サービス業の場合のみ､タイ側は

60%以上の資本所有が可能である)｡以上のよう

に､タイ政府は､外国資本の資本所有に関して

も100%外資が株式を保有する完全所有を認める

外資優遇政策を打ち出し､本格的な外資導入に

よる輸出志向工業化政策を採った｡

タイの外資政策の現状についてみてみよう(3)0

｢1977年投資奨励法｣ は､1991年と2001年に-



部改正された｡投資奨励業種は､国の経済社会

開発と安全保障で重要な産業､輸出志向産業､

資本集約的､労働集約的または高度なサービス

産業､農産物または天然資源を原料として使用

する産業であ り､BOIが奨励業種を公表する

(投資奨励法第16条)としている｡また､2000

年から ｢1999年外国人事業法｣が施行された｡

1999年外国人事業法では､特に規制されている

業種(4) では､外資の参入が規制されているが､

その他の業種では外資100%出資を認めている｡

製造業は､100%出資の外資を原則として認めて

いる｡農業､漁業､鉱業､サービス業の一部は､

外資出資規制があり､51%以上をタイ資本にし

なければならないとしている｡

第2節 タイの労働関連法と人的資源管理

タイの人口は､約6,400万人で､国土面積は

51.3万km2(日本の約1.4倍)である｡タイ国民

は､タイ族 (シャム族など)が約 8割､華人系

(約 1割)､マレー系､カンボジア系､山岳民族

(カレン族､モン族等)などがいる｡タイは､

華人とタイ人との混血が多く､華人とタイ人と

の同化が進んでいる｡タイの文化についてみる

と､宗教は南方上座部仏教が中心で､ユニーク

な文化を持っている｡(5) 公用語はタイ語である｡

1.タイ労働者保護法の適用範囲

タイ労働者保護法では､中央､地方､地区の

行政機関､国営企業労働関係法に基づく国営企

業､省令で定めた機関 ･組織は適用しない (労

働者保護法第4条)としている｡すなわち､労

働者保護法は､国や地方の機関､国営企業を除

く､企業､組織などの労働者に適用される｡た

だし､家内労働者には適用されない｡

2.労働契約

タイでの労働契約については､民商法典第3

編第 6章 (第575条から第586条まで)､労働者

保護法などに規定されている｡

労働契約とは､労働者が使用者のために労働

することに合意し､使用者が賃金を支払うこと

に合意した契約をいう (労働者保護法第5条)｡

タイでは､労働契約を書面で行 う義務規定はな

い｡また､労働契約に関する厳密な規定がタイ

の労働法規にはない｡

タイの雇用契約は､①期限の定めのない無期

労働契約､②期限の定めのある有期労働契約､

がある｡期間の定めのある有期雇用契約は､使

用者の通常の業務ではない特別のプロジェク ト

に係る雇用､臨時的性格を有する業務､季節的

業務､2年間で終了する業務で書面契約を締結

しているものについてのみ行 うことができる

(労働者保護法第118条)0

すなわち有期雇用労働者の規制により､近年

ではタイの製造の業務では､特段の理由なく有

期の雇用契約をおこなうことは認められなくなっ

てきている(6)｡また､この有期雇用労働者の規

制強化により､人材派遣会社による派遣労働者

が増加 しているという指摘もある(7)0

3.労働時間 ･休日

タイの法定労働時間は､ 1日8時間､週48時

間である｡ただし､省令で定める危険有害な業

務については､ 1日7時間以内､週42時間以内

である｡業務の性質 ･状況により始業および終

業時刻を特定できない場合には､ 1日8時間以

内､かつ週の労働時間の合計が48時間以内で1

日の労働時間を使用者と労働者が合意して定め

ることができる (労働者保護法第23条)0

すなわち､タイの法定労働時間はILOの最低

基準 (ILO第 1号条約)の週48時間労働である｡

また､使用者と労働者が合意することにより変

形労働時間制度を法定労働時間の範囲内で採る

ことができる｡

1日の就業時間中に1時間以上の休憩時間を､

労働の開始から5時間以内に与える｡使用者と

労働者との事前合意により1回の休憩時間を1

時間以内にできるが､ 1日の休憩時間の合計は
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1時間以上でなければならない｡就業中の休憩

時間は労働時間に算入しない｡ただし､休憩時

間の合計が 1日に2時間を超える場合には､2

時間を超える時間を所定労働時間に算入する

(労働者保護法第27条)0

使用者は労働者に1週間に1日以上の週休 日

を､次の週休 日との間を6日以内で与えなけれ

ばならない｡使用者と労働者は特定日を週休 日

として事前に合意ができる (労働者保護法第28

条)｡

満 1年間勤務の労働者は､ 1年に6日以上の

年次休暇を取得する権利を有する｡次年以降､

使用者は年次休暇を6日以上付与できる｡未使

用の年次休暇は､翌年以降に繰 り越 しできる｡

1年未満勤続の労働者は勤続期間に比例して年

次休暇を定めることができる (労働者保護法第

30条)｡

すなわち､タイの年次有給の規定は､満 1年

間継続 して労働 した場合は､年間6日以上の年

次休暇を取得する権利があるとしている｡また､

未消化の年次休暇については､翌年以降の繰 り

越しを認めている｡ただし､勤務年数が増える

にしたがって年次休暇が何日増えるという具合

的な規定はない｡タイの年 6日間の年次有給休

暇は､ILO第52号条約 (継続 して 1年以上就業

した労働者は､6労働 日の有給休暇を与える)

に準ずる規定であろう｡

日本の労働基準法では､6ケ月以上勤務 し8

割以上出勤した労働者は､年に10日以上の年次

有給休暇を与えなければならない｡さらに勤務

件数が1.5-2.5年未満の場合11日､2.5-3.5年未

満の場合12日､3.5-4.5年未満の場合14日､4.5-

5.5年未満の場合16日､5.5-6.5年未満の場合18

日､6.5年以上の場合20日､少なくても年次有

給休暇を与えなくてはならない (日本労働基準

法第39条)｡未消化の年次休暇については､ 1

年に限り繰 り越 し (2年の消滅時効のため)が

認められている (日本労働基準法第115条)0
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4.賃金

同種､同質､同量の労働については､労働者

の性別を問わず､使用者は同一の賃金 ･手当を

定めなければならない (労働者保護法第53条)

とし､同一労働同一賃金の原則を規定しているo

使用者は､賃金をタイ通貨により支払わなけれ

ばならないが､労働者の承諾を得ている場合､

小切手または外国通貨で支払 うこともできる

(労働者保護法第54条)｡すなわち､賃金支払は､

原則としてタイ通貨で､現金で支払 う必要があ

る｡

(∋使用者が労働者に残業をさせた場合､150

%増しの残業手当を支払なければならない (労

働者保護法第61条)0②休 日の労働させた場合､

200%増 しの休 日手当を支払なければならない

(労働者保護法第62条)0③休 日の残業させた場

合､300%増 しの休 日残業手当を支払なければ

ならない (労働者保護法第63条)｡賃金の支払

は､原則として少なくとも月に1回以上支払わ

なければならない (労働者保護法第70条)｡

タイ日系企業の賃金の特徴として､資格ある

いは職階を縦軸に､横軸に勤続をとった査定つ

き昇給による基本給が一般的であり､学歴間格

差の大きい賃金構造であるという指摘がある(8)0

著者の日系企業の聞き取り調査においてもほぼ

同様な意見である｡タイの日系企業では､現場

作業職､監督職､管理職などにおいて職階を分

類して､各職階の基本給のレンジ (最低額と最

高額)を決め､人事考課に基づいて勤務年数に

より昇給するという形が一般的である｡

5.最低賃金

使用者は､国が決めた最低賃金を下回る賃金

を労働者に支払ってはならない (労働者保護法

第90条)｡最低賃金制度は､国際労働基準とし

てILOがその原則 (ILO第26号条約､ILO第131

号条約など)を定めており､タイを含めたほと

んどの国でその基準が使用されている｡

タイでの最低賃金決定のための機関は､賃金



委員会である｡賃金委員会は､労働社会福祉事

務次官を委員長とし､政府側を代表する者4人､

使用者側及び労働者側を代表する者各 5人で内

閣の任命する者を委員とする (労働者保護法第

78条)｡賃金委員会は､賃金に関する政策､制

度､決定､改定などを内閣に答申すること､基

礎最低賃金を定めること､などの権限責務があ

る (労働者保護法第79条)｡賃金委員会は労働

者の現行の賃金額､生活費指数､インフレ率､

生活水準､製造原価､物価､事業所の支払能力､

労働生産性､国内総生産及び経済社会の状況を

参考にして基準最低賃金および最低賃金を決定

する｡最低賃金は､業種別または地域別に定め

ることができる｡最低賃金の審議決定は､賃金

委員会の定めた基礎最低賃金を下回ってはなら

ず､最低賃金の定めがない地域については基礎

最低賃金を当該地域の最低賃金とみなす (労働

者保護法第87条)0

すなわち､タイの最低賃金決定の機関は賃金

委員会であり､その委員会がタイ全体の基準最

低賃金を決定する｡最低賃金は､業種別または

地域別に定めることができることから､基礎最

低賃金を基準として､業種別による最低賃金ま

たは地域別による最低賃金を決定している｡タ

イでは､現実には業種別より地域別の最低賃金

が一般的である｡現行の最低賃金制度では､地

域ごとに日額最低賃金が設定されており､バン

コクおよびその周辺5県が184バーツ､プーケッ

ト186バーツ､アユタヤ160バーツ､チェンマイ

159バーツ､ソンクラー152バーツ､チェンライ

146バーツで､最低はナ-ンで143バーツとなっ

ている(9) (現在 1バーツが日本円で3円程度で

あ_a)0

6.就業規則

従業員数が10人以上の使用者は､タイ語の就

業規則を作成しければならず､その就業規則に

は少なくとも､①労働 日､通常労働時間及び休

憩時間､②休 日及び休 日に関する原則､③時間

外労働及び休 日労働に関する原則､(参賃金の支

給 目および支給場所､⑤休暇目及び休暇に関す

る原則､⑥服務規律及び懲戒､⑦苦情申立て､

⑧解雇､解雇手当及び特別解雇手当､が含まれ

ていなければならない (労働者保護法第108条)0

すなわち､タイではタイ語の就業規則を制定

することが法律で明記されており､就業規則を

設けないことは法律違反となる｡

7.解雇予告

労働者の解雇予告については､以下のように

規定されている｡

(∋雇用契約で定めた期間が満了したときは､予

告を行わなくとも雇用契約は終了する｡

②期間の定めのない雇用契約の場合は､賃金支

払期間前またはそれ以前に他方の当事者に文書

で予告することにより使用者または労働者は雇

用契約を終了させることができる｡ただし､3

か月以上前に予告する必要はない｡

③使用者は予告により定められた契約終了のと

きまで支払わなければならない額の賃金を支払

うことにより労働者を即時解雇することができ

る｡

④労働者の責めに帰すべき事由がある場合､予

告も損害賠償なしに解約できる (労働者保護法

第17条)0

第 1の解雇予告の規定は､期間の定めのある

労働契約の場合は､予告なしで雇用が終了し解

雇となる｡

第 2の規定では､期間の定めのない雇用契約

の場合は､賃金支払期間前に解雇予告する必要

があるとしている｡タイの労働者は通常は月ご

とに賃金を支払 う月給制が一般的であるが､月

給制の労働者の場合は1ケ月前の解雇予告とい

うことになる｡また､賃金は毎月 1回以上支払

うという条文 (労働者保護法第70条)があるの

で､最大 1ケ月の予告期間ということになる｡

しかし､タイでは､2週間に1回､週給､日給

などの賃金支払い形態もあるので､ 1ケ月以内

の短期間で解雇予告し労働契約を終了すること

も可能である｡さらにこの規定で重要なのは､
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解雇予告は文書で行い､解雇理由を明記する必

要があるという点である｡

ただし､この条項には以下のような例外規定

がある｡使用者が他の場所に事業所を移転し､

そのことにより労働者や家族の通常生活に影響

が及ぶ場合､使用者は少なくとも事業所移転の

30日以上前に労働者に予告しなければならない｡

また､機械の導入､機械の更新､もしくは技術

革新により､使用者が､生産､販売サービスの

方式､組織を改善するという事情のため､使用

者が労働者を解雇する場合には､使用者は､解

雇の日､解雇理由及び労働者名を解雇の日の少

なとも60日以上前に､労働監督官及び解雇され

る労働者に予告通知しなければならない (労働

者保護法第121条)｡

第 3の規定では､予告期間に支払 うべき賃金

(予告手当)を支払えば､使用者は労働者を即

時解雇できる｡

なお､日本の労働基準法では､使用者が労働

者を解雇 しようとする場合､少なくとも30日前

にその予告をしなければならず､それをしない

場合は30日分以上の平均賃金 (予告手当て)を

支払わなければならないと規定している (労働

者保護法第20条 1項)｡ さらに､日本では､文

書が必要という規定はない｡

第4の規定では､労働者の責めに帰すべき事

由がある場合､予告も損害賠償なしに解雇でき

る｡労働者の責めに帰すべき事由として､(∋職

務に対する不正または使用者に対し故意に刑事

犯罪を犯したとき､②使用者に対し故意に損害

を与えたとき､③過失により使用者に重大な損

害を与えたとき､④労働者が就業規則､規程ま

たは使用者の合法的かつ正当な命令に違反 し､

使用者から書面で警告を受けた場合 (ただし重

大な違反の場合には警告を要しない)､⑤正当

な理由なく3日連続して職務放棄したとき､⑥

最終判決により禁周刑を受けたとき (ただし過

失による罪または軽罰を除く)､である (労働

者保護法第119条)0

タイの日系企業では､書面による警告を行っ

た後に､解雇する場合も多い｡これは､就業規
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則や業務命令に違反して企業から文書で警告を

出し､それを守らなかった場合､解雇とするの

である｡解雇理由を明確にし､突然の解雇とい

う労働者の反発を和らげること､訴訟となった

場合の解雇理由の正当化､などのため警告書を

発することがかなり一般なしている｡なお､労

働者の責めに帰すべき事由により解雇では､予

告手当を支払 う義務はない｡

8.解雇手当

使用者は雇用終了する労働者に次のように解

雇手当を支払わなければならない｡

① 120日以上 1年末満勤務 した労働者には､最

終賃金の30日分､② 1年以上 3年末満勤務 し

た労働者には､最終賃金の90日分､③ 3年以

上6年末満勤務した労働者には､最終賃金の180

日分､④6年以上10年未満勤務した労働者には､

最終賃金の240日分､⑤10年以上継続 して勤務

した労働者には､最終賃金の300日分､の労働

賃金以上を支払わなければならない｡

ただしこの解雇手当の規定は､雇用期間が明

確に定められており､当該期間の定めに従って

雇用を終了する有期雇用労働者に対しては適用

しない (労働者保護法第118条)｡また､労働者

の責めに帰すべき事由がある場合､解雇手当を

支払 う必要はない (労働者保護法第119条)｡

なお､事業所移転による労働者の転勤を望ま

ない場合､または機械の導入､機械の更新､技

術革新により､労働者を解雇するような場合､

特別解雇手当を支給するという規定がある (労

働者保護法第120条､第121条)0

9.労働組合と労使関係

(1)労働組合の設立

タイでは､労働者の団結権が認められており､

1975年労働関係法で労働組合､労使関係などが

法的に規定されている｡

労働組合は､労働関係法の規定に基づいての

み設立できる (労働関係法第86条)｡労働組合



は規定を作成し登録官に届け出なければならず､

登録後労働組合は法人格を有する (労働関係法

第87条)｡労働組合を結成する権利のある者は､

同じ使用者の下に働く労働者､または使用者の

数に関係なく同業者の労働に従事している労働

者でなければならず､かつ法行為能力を有し､

タイ国籍を有する者でなければならない (労働

関係法第88条)｡労働組合の登録申請にあたっ

ては労働組合を結成する権利のある10人以上の

労働者を発起人としなければならない (労働関

係法第89条)0

(2)労働組合の組合員

労働組合に加入できる者は同一使用者の下に

働く労働者か､または同業種で働く労働者で､

かつ15才以上でなければならない｡公営企業労

働関係法に基づく従業員および経営陣は､労働

組合の組合員になることはできない｡労働者を

雇用､減給､解雇､懲戒する権限を有する監督

的労働者はその他の労働者が結成した､もしく

はその他の労働者が組合員になっている労働組

合の組合員にはなれない｡その他の労働者は監

督的労働者が結成した､もしくは監督的労働者

が組合員になっている労働組合の組合員にはな

れない (労働関係法第95条)｡

すなわち､労働組合の加入は､公営企業を除

く､15才以上の同一企業､または同一業種の労

働者である｡また､管理職のような監督的労働

者も労働組合を結成することができる｡ただし､

この場合､監督的労働者は､一般労働者と同一

の組合に加入できない｡

(3)労働組合の権限と責務と刑事 ･民事責任

労働組合の権限と責務として､(D要求の提出､

交渉､仲裁決定の受理､協約締結､②組合員の

利益のための活動の企画 ･執行､③職業紹介に

関する情報サービスの提供､④経営 ･労働に関

する問題の解決､紛争の解消のための助言､⑤

組合員の福祉､公共の利益のための資金 ･財産

の提供､⑥組合費の徴収､がある (労働関係法

第98条)0

労働組合が組合員の利益をはかる目的で政治

に関係 しない(∋労使交渉､②ス トライキなどの

争議行為､(診労働争議-の説明 ･宣伝､などの

活動を行 うとき､労働者､労働組合､労働組合

委員などは刑事または民事責任を問わない｡た

だし､その活動が国民の安全､生命や身体ある

いは､自由や名誉､財産に脅威を与えるような

性質の刑事犯罪を構成する場合はこの限りでは

ない (労働関係法第99条)｡

労働組合の委員である労働者は労働者を代表

して労働争議について交渉､調停､仲裁裁定の

承認を行 う (労働関係法第102条)0

(4)労働組合の上部団体一労働組合連合､労

働者団体評議会

労働組合間の良好な関係を助成し､また､組

合員と労組との利益を守るために､登録して労

働組合連合 (Federation)を結成することがで

きる (労働関係法第112条)｡ 労働組合連合の結

成は､労働組合員の投票により全会員の過半数

の賛成が必要である｡登録後､労働組合連合は

法人格を有する (労働関係法第113条)｡タイの

代表的労働組合連合として､タイ繊維 ･衣服労

働組合連合 (TWFT:TexitileGermentandLeather

workers'FederationsofThailand)､タイ石油 ･

化学労働組合連合 (TGFT:TexitileGermentand

LeatherWorkers'FederationsofThailand) な

どがある｡

15以上の労働組合または労働組合連合は､労

働者団体評議会 (Congress)を設けることがで

きる｡労働者団体評議会は登録 しなければなら

ない｡登録により労働者団体評議会は法人格を

取得する (労働関係法第120条)｡労働者団体評

議会は､ナショナルセンターという性格を持つ｡

タイの代表的な労働者団体評議会として､タイ

労働者評議会 (LCT:LaborCongressofThailan

d)､タイ労働組合評議会 (TTUC:ThaiTrade

UnionCongress)などがある｡

タイの登録されている労働組合は1369､労働

組合連合は18､労働組合評議会は10である｡タ

イの労働組合の特徴としては､組織率が数パー
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セン トと著しく低いことである｡また､個々の

労働組合は､ナショナルセンターに直接加盟 し

ているため､産業別の活動が行われにくいこと

である(10)｡

10.雇用条件協約 (労働協約)

20人以上の労働者を有する事業所は文書によ

る雇用条件協約 (労働協約)が必要である｡事

業所に雇用条件協約がない場合､労働保護法に

基づき使用者が義務付けられている就業規則を

雇用条件協約 とみなす (労働関係法第10条)｡

雇用条件協約は少なくとも､①雇用もしくは労

働条件､②労働 日および労働時間の特定､③賃

金､④福利厚生､⑤雇用終了､⑥労働者の苦情

申立て､⑦雇用条件協約の改訂もしくは更新､

を含むものでなければならない (労働関係法第

11条)0

雇用条件協約は20人以上の労働者を有する事

業所に義務づけている｡雇用条件協約は使用者

と労働者間で合意した期間有効とするが､ 3年

を超えてはならない｡協約に期限の記載がない

場合､協約は1年間有効とする｡雇用条件協約

が終了し新たに交渉が開始されない場合は､協

約を更に1年間有効なものとする (労働関係法

第12条)｡

雇用条件協約の制定もしくは改訂を要求する

場合､使用者または労働者は他方に対 し要求書

を書面で提示 しなくてはならない (労働関係法

第13条)｡

使用者は雇用条件協約に反する､または矛盾

する雇用契約を労働者 との間に締結 してはなら

ないが､雇用契約が労働者に有利な場合はこの

限りではない (労働関係法第20条)｡

ll.労働者委員会

労働者が50人以上の事業所においては労働者

委員会を設置することができる｡事業所の全労

働者数の20%を以上の労働者が労働組合員であ

る場合､労働者委員会の委員は､労働組合任命
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委員のほうが､非組合員労働者の委員より1人

以上多くなければならない｡事業所の全労働者

数の50%以上の労働者が労働組合員である場合､

労働組合は労働者委員会の全ての委員を任命す

ることができる (労働関係法第45条)｡労働者

委員会委員の任期は3年 とし､再選または再任

できる (労働関係法第47条)｡

使用者は､最低 3ケ月に 1度労働者委員会を

開催 しなければならない｡また､①福利厚生､

②服務規定の協議､③苦情の検討､④紛争解決､

に関する協議のために､労働者委員会委員の過

半数または､労働組合より正当な理由で開催の

要求があれば､労働者委員会を開催 しなければ

ならない｡使用者の行為が不公正または労働者

に対して苛酷なものであると労働者委員会が判

断した場合､労働者委員会､労働者､労働組合

は労働裁判所に対 して裁定を求めて提訴する権

利を有する (労働関係法第50条)｡

第3節 ILOとタイ労働法

タイの労働法において､ILO (国際労働機構)

の影響が大きい｡ILO条約は基本的には世界標

準の労働基準であることから､ILOに加盟 して

いる諸国は､それを遵守することが要求される｡

タイはILO加盟国であり､タイ労働法において

もILO基準に合致する法整備が求められるので

ある｡

ILOの国際労働基準として､①結社の自由､

②団結権および団体交渉権､③強制労働の禁止､

④差別待遇の禁止､⑤児童労働､⑥賃金､⑦労

働時間 ･休 日･休暇､などがある(ll)0

第 1の結社の自由とは､いかなる差別もなく､

労働者および使用者はそれぞれの利益を促進 し

擁護することを目的として､それぞれの選択す

る団体を設立し､加盟する権利を有するもので

ある (ILO第87号条約)｡労働者は労働組合団

体を､使用者は使用者団体を､人種 ･国籍 ･性

別 ･政治信条などで差別なく､設立 ･加盟する

権利である｡労働組合のス トライキ権も認めて

いる｡



第 2の団結権および団体交渉権とは､労使間

の相互不干渉原則を通して組合権利を､使用者

と労働者との間で保護しようとするものであり､

反組合的差別行為 (12)､干渉行為に対す る保

護 (13)､団体交渉の促進などを規定 している｡

具体的には､組合員であることを理由とする雇

用拒否､解雇､差別待遇 (配置転換､転勤､降

格､報酬など)などの不利益な取り扱いを受け

ないことである｡

第 3の強制労働の禁止とは､処罰の脅威の下

に強制され､自らの意思によるものでない一切

の労苦と定義される強制労働の禁止規定 (強制

労働条約 (第29号条約第 2条))である｡ この

第29条を補強 ･補完する目的で､より人権保障

的な ｢強制労働の廃止に関する条約｣(第105号)

が採択された (l∫l)0

第4の差別待遇の禁止とは､同一価値労働に

ついての報酬差別 (第100号条約)､人種 ･皮膚

の色 ･性 ･宗教 ･政治的意見 ･出身などによる

差別待遇 (第111号条約)､などを禁止すること

である｡すなわち､男女労働者に対する同一報

酬の原則､および雇用および職業についての差

別待遇を除去するために機会 ･待遇の均等を促

進することを目的としたものである｡

第 5の児童労働については､就業の最低年齢

(第138号条約)､最悪な形態の年少労働の禁止

および廃絶 (第182号条約)､などを規定してい

る｡就業の年齢については､教育を重視する観

点から､就業の最低年齢について義務教育終了

年齢であり､いかなる場合も15歳を下回らない

ものとするとしている｡ しかし､発展途上国に

ついては､関係労使団体と協議の上､当初は14

歳とすることができるとされている (第138号

条約第 2条)｡ただし､就業の最低年齢は､16

歳まで漸進的に引き上げることを目標にすべき

であるとしている (第146条勧告)｡最悪な形態

の年少労働の禁止および廃絶については､18歳

未満のすべての年少者は､強制労働､売春 ･ポ

ルノ､麻薬取引などの不正な活動､健康 ･安全 ･

道徳に害のある最悪の形態の労働 (15)を禁止 し

ている｡

第6の賃金については､最低賃金 (第26号条

約､第131号条約)､賃金保護 (第95号条約)､

同一賃金 ･均等待遇 (第138号条約)､などを規

定している｡最低賃金に関しては､最低賃金制

度を設置すること､最低賃金の決定については

労使の協議 ･合意の上決定すること､最低賃金

は法的拘束力を持つこと､などとしている｡賃

金保護については､賃金の支払い方法､賃金か

らの控除､支払の定期性などについて定めてい

る｡賃金の支払い方法は原則として通貨 ･現金

で労働に直接支払 うこと､賃金からの控除は法

律 ･労働協約などで定めるもののみ認められ､

労働供給を目的とした前貸しは禁止すること､

賃金は法律や労働協約で定められた間隔で定期

的に支払 うこと､などを規定している｡

第 7の労働時間 ･休 日･休暇については､労

働時間を原則として 1日8時間､週48時間以内､

超過時間に対する賃金の割増率を25%以上とす

る(16)(第1号条約)､労働者は7日ごとに1度少

な くとも継続 して24時間の休 日を取得でき

る(17)(第14号条約)､継続 して 1年就労した労

働者については6労働 日の有給休暇を取得でき

る(18)(第52号条約)､などを定めている｡

タイなどのアジア諸国では､以上のようなILO

の国際労働基準に沿った形で､各国労働法の多

くの規定が制定されているといえよう｡

おわりに

タイの労働者保護法､労使関係法を中心とし

た労働関連法の特徴､およびそれに関連するタ

イの人的資源管理の特徴について考察してみよ

う｡

第 1は､タイの労働者保護法による労働条件

はILOの最低基準に準じた規定が多いとい う特

徴がある｡タイの法定労働時間はILOの最低基

準の週48時間労働 (ILO第 1号条約)である｡

年次有給休暇は､ 1年に6日以上 (ILO第52号

条約)という規定である｡労働時間､休 日､年

次有給休暇などの労働条件は､先進諸国の水準

を下回 るILOの最低基 準 に準 じてい る｡
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ILO(国 際 労 働 機 関 :International Labor

Organization)は､第 1次大戦後の1919年に国際

連合の姉妹機関として創設された｡第 2次大戦

後､労働者問題を担当する国連の専門機関となっ

た(19)｡ILOの目的 ･任務は憲章前文､およびフィ

ラデルフィア宣言 (国際労働機関の目的に関す

る宣言)に記されている(20)0 ILO憲章前文では､

世界の永続する平和は､社会正義を基礎として

のみ確立することができ､世界の平和や協調が

危険にいたるほど大きな社会不安を起こすよう

な不正､困苦 ･貧困を多数の人々にもたらす労

働条件が存在する場合には､①労働時間の規制､

②労働力供給の調整､③失業の防止､④妥当な

生活賃金の支給､⑤疾病､疾患､負傷-の保護､

⑥児童､年少者､女性の保護､⑦､老年 ･廃疾

に対する給付､⑧外国人労働者の利益の保護､

⑨同一価値労働に対する同一報酬の原則､⑩結

社の自由の原則の承認､⑪職業 ･技術教育の促

進､などの措置を講ずることが急務であると謳っ

ている｡また､1944年に採択されたフィラデル

フィア宣言では､ILOの基本原則として､(D労

働は商品ではない､②表現および結社の自由は

不断の進歩のために欠くことができない､③一

部の貧困は全体の繁栄にとって危険である､④

欠乏に対する戦いは労働者および使用者と同等

の地位において遂行すること､であると謳って

いる｡

ILOは､国際労働基準として条約 (議定書を

含む)と勧告という2つの形式がある｡条約は､

国際的な最低の労働基準を定めており､加盟国

は批准により受諾する｡勧告は､批准がなく､

拘束力がない､加盟各国が国内法や労働協約な

どで任意に採用できる国際労働基準である｡条

約数は185､勧告数は195であるが､日本は47の

条約を批准している｡なお､加盟国平均の条約

批准数は41､OECD加盟国平均では72となって

おり､日本の批准率の低さが目立つ(2-)｡ILO条

約には､中核的8条約があり､これを尊重 し､

促進 し､実現する義務があり､そのためにあら

ゆる措置をとるように求めている｡ILOの中核

的8条約とは､(∋結社の自由と団体交渉 (87号
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条約､98号条約)､②強制労働の廃止 (29号条

約､105号条約)､③児童労働の廃止 (138号条

約､182号条約)､④雇用 ･職業の差別の廃止

(100号条約､111号条約)､である｡なお､ILO

加盟国は178カ国､タイはILOに正式加盟 して

いる｡

第 2は､タイでは最低賃金が実質的に労働者

の賃金決定の基準となっているという点である｡

現場ワーカーの初任給の決定において､最低賃

金プラスアルファーが賃金水準となり､賃上げ

率においても最低賃金のアップ率が参考にされ

ている｡タイの最低賃金決定機関は､賃金委員

会である｡最低賃金制度は､国際労働基準とし

てILOがその原則を定めてお り､タイを含めた

かなりの国でその基準が使用されている｡ILO

第26号条約 ｢最低賃金決定制度の創設に関する

条約｣､および第131条 ｢開発途上にある国を特

に考慮した最低賃金の決定に関する条約｣など

が､最低賃金についての原則を定めている｡ILO

第131号条約では､特に発展途上国を考慮 して､

最低賃金の水準の決定に当たって考慮すべき要

因として､①国内の賃金の一般的水準､生計費､

社会保険給付および他の社会的集団の相対的な

生活水準を考慮に入れた労働者およびその家族

が必要な水準､②経済開発上の要請､生産性の

水準並びに高水準の雇用を達成し､維持すると

いう経済的要素､であるとしている｡

第 3は､残業に関する賃金の割増率について

は高水準である点である｡通常の残業の割増率

は150%増し､休 日労働は200%増し､休 日残業

は300%増 しの残業手当を支払 うとい う規定で

ある｡

第4は､解雇手当の支給が法制化されている

点である｡使用者は雇用終了する労働者に対し

て､120日以上 1年未満勤務の労働者は最終賃

金の30日分から､10年以上勤務 した労働者は最

終賃金の300日分の労働賃金以上を支払わなけ

ればならないと規定している｡

第 5は､20人以上の労働者を有する事業所は

文書による雇用条件協約 (労働協約)を義務づ

けている点である｡タイの雇用条件協約は､集



団的労働関係 としての労使の団体交渉を経て締

結される労働協約に近いものである｡ただし､

この雇用条件協約は個別的労働関係 としての就

業規則 とい う性格もあわせ持つ｡労働組合と会

社側 との交渉により､労働協約としての雇用条

件協約を締結するのが原則であるが､タイでは

労働組合組織率が低いため､労働組合が存在 し

ていない場合が問題となる｡その場合､事業所

の全労働者の15%以上の氏名および署名が集ま

れば､労働組合と同様に要求書を提出し､雇用

条件協約の制定もしくは改訂に関する交渉がで

きるとしている｡

第 6は､労働組合登録制度がある点である｡

労働組合は､労働関係法の規定に基づいてのみ

設立でき､労働組合は規定を作成 し登録官に届

け出て､登録官が申請が適法と判断すれば登記

を認める｡登録後労働組合は法人格を有する｡

つまり､タイでは､組合の設立認可主義が採 ら

れている｡この組合登録制度は､政府の関与す

る程度が高い制度であり､組合の設立 ･運営の

自由が制約されているという特徴がある｡タイ

では､労働組合を設立する権利があるが､中国

やベ トナムのように労働組合設立の義務はない｡

労働組合を結成できるのは､労使関係法で ｢同

じ使用者の下に働 く労働者｣､または ｢同業者

の労働に従事している労働者｣でなければなら

ないと規定していることから､労働組合形態は､

企業別､または業種別に限られることになる｡

したがって､一般組合や地域別組合は認められ

ないことになる｡タイでの労働組合形態は､以

上のような法律的制約もあり､企業別組合が一

般的である｡タイの日系企業においても､企業

別組合が一般的となっている｡ただし､組合の

上部団体 (労働組合連合､労働者団体評議会な

ど)では､企業別組合が業種別に加盟 した業種

別 ･産業別の形態がみられる｡

第 7は､労使関係において､労働組合のみな

らず労働者委員会も重要であるという点である｡

従業員50人以上の事業所においては､労働組合

とは別に労働者委員会を任意に設置できる｡タ

イでの労働者委員会は､労働組合組織率が低い

現状の中で､労使関係における労働者側にとっ

て重要な存在 となっている｡ 労働者委員会が､

労働者の各種の要求､福利厚生､苦情処理､紛

争処理､労働裁判所-の提訴などを行 う労働者

の代表組織 となっている｡企業に労働組合があ

る場合､労働組合とは別に労使の協議機関とし

ての労働者委員会が存在する形となるが､労働

者委員会のメンバーは労働組合執行委員などの

幹部が兼任 しているケースも多い｡

注

(1)｢1972年新投資奨励法｣の概要は以下である｡

①輸出産業の重点的奨励｡輸出商品生産のための

原材料 ･部品 ･機械の輸入に対する輸入税および

営業税の免除､等の優遇措置の導入｡

②工業立地の地方分散｡地方開発､地域間格差の

解消のため､特定地域に立地した企業に税制上の

恩恵を与える｡

③法人所得税の免除｡法人所得税は､ 3年間以上､

最高 8年間免除される｡

④奨励企業に対する各種の国家保証｡国は奨励企

業の産業活動と競合するいかなる新規産業活動を

も行なわない｡国はいかなる民間企業をも国有化

しない｡生産された製品の輸出はつねに許可され

る｡

⑤移民法によって規定されている割当枠 (1国あ

たり200人)を越えて､必要な期間､外国人熟練

労働者または専門家､およびその妻子の入国を認

める｡

(2)｢1977年投資奨励法｣による外資企業-の優

遇措置および追加優遇措置の主要な内容は以下で

ある｡

第 1に､外資系企業-の保証措置として､(∋当

該企業を国有化から保護する､(∋同企業と競合す

る国営企業の新規設立を不許可とする､③同業種

の既存国営企業による市場の独占を禁止する､④

価格統制を実施しない､⑤製品の輸出認可を常時

保証する､⑥政府系機関､国営企業の取り扱 う競

合製品に対する免税を禁止する､などがある｡

第 2に､外資系企業の許可として､①投資関連

活動を目的とした外国人のタイ国-の入国を認め

る､②奨励対象企業に必要な外国人熟練労働者､

技術者､その家族は投資委員会の承認のもとに､

通常の割り当て以外にタイでの居住を認められる､

③奨励活動実施のため土地を所有できる､④海外

-の外貨持ち出し､あるいは送金を認める､など

がある｡

タイの外資政策と労働関連法 139



第 3に外資系企業-の税制上の優遇措置として､

①奨励対象企業が機械類を輸入する場合､輸入税 ･

営業税を全額免除または半額免除する､②原材料

の輸入に対する輸入税､営業税の90%まで免除す

る､③法人税 (3年～ 8年)の免除､期間中欠損

が生じた場合､免除期間終了後､最高5年間繰 り

越し欠損として経費を計上できる､④投資委員会

より事前に承認を受けた契約に基づく営業権､ロ

イヤリティ､技術指導料の海外送金に対する源泉

課税を5年間免除する､⑤所得税免除期間中､配

当を課税対象所得より除外する､などがある｡

第4に投資奨励地域 (theInvestmentPromotion

Zones)に対する外資系企業-の優遇措置として､

① 5年間の範囲内で､営業税を最高90%まで免除

する､②通常の所得税免除期間終了後､または所

得税免除を受けていない場合は所得の発生後､さ

らに5年間にわた り法人税の50%を免除する､③

輸送費､電気 ･水道費の実際の経費の25%を課税

対象法人所得より控除する､④通常の減価償却の

ほか､法人所得が生じた時点より10年間以内に限

り､任意の年に､インフラ建設に要した経費の25

%を課税対象法人所得より控除する､などがある｡

第 5に輸出志向型産業に対する外資系企業-の

優遇措置として､①輸出向け製品に使用される輸

入原材料に対する輸入税､営業税を免除する､国

産原材料の買入れに対する営業税を免除する､②

再輸出品に対する輸入税､営業税を免除する､③

輸入税､営業税を免除する､④運賃 ･保険料を除

く､対前年輸出増加分の5%相当を課税対象法人

所得から控除する､などがある｡

(3)元田時男 (2008)､1-11ページ｡

(4) ｢1999年外国人事業法｣での外国人の定義､

および､外国人の参入を特に規制されている業種

として以下がある｡

この法律による外国人の定義としては､①タイ

国籍のない自然人､②外国の法律により設立され

た法人､③タイ国の法律で設立された法人で､資

本金の2分の1以上が①または②によって保有され

ている法人､または有限または普通パー トナーシッ

プの代表社員または執行社員がタイ国籍者でない

場合､④タイ国の法律で設立された法人であるが､

資本金の2分の1以上が(丑､②､または③によっ

て保有される法人以下の通 りである (外国人事業

法第4条)｡以上から､外国人の持分が50%未満で

あれば外国人とはならない｡

｢外国人事業法｣の規制業種として以下がある｡

第 1は､特別の事由により外国人が営むことの

できない業種である｡新聞､ラジオ放送､テレビ

放送事業､稲作､畑作､園芸､家畜飼育､林業､

漁業､土地の売買など｡

第 2は､国家の安全､伝統 ･芸術 ･地方の伝統
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工芸､天然資源または環境に影響を与える事業な

ど｡武器の製造販売､国内の陸上､水上､航空輸

送､古物 ･美術品､タイの伝統工芸品の製造､製

糖､木材加工など｡

第 3は､外国人との競争力がまだっいていない

事業｡外国人事業委員会の了承により､タイ人の

持分が50%未満であれば商務省の商業発展局長が

許可する｡精米､米および穀物の製粉､養魚によ

る漁業､植林､合板等の製造､石灰の製造､会計

サービス､法律サービス､建築サービス､エンジ

ニアリングサービス､一部の建設､一部の仲買業 ･

代理業､最低資本金額が1億バーツ未満または1店
舗当たりの最低資本金額が2000万バーツ未満の全

種類の小売業､1店舗当たりの最低資本金額が1

億バーツ未潤の全商品の卸売業､広告業､ホテル

業､観光業､飲食店など｡

(5)著者は､タイの文化と経営という視点で重

要なのは以下であると考えている｡

(∋宗教文化-小乗仏教

タイは仏教国家である｡タイの文化に､仏教の

影響が色濃く存在 している｡タイの仏教は小乗仏

教であるという特徴がある｡タイの小乗仏教の民

衆レベルでの理解について考えてみよう｡

タイの小乗仏教の基本思想の第 1として､因果応

報観がある｡この思想は､善行を行なえば善果を

得ることができ､悪行を行なえば悪果を得る､と

いう考え方である｡ 悪果には､｢地獄｣の存在も

内在 している｡

第 2の基本思想 として､功徳(ブン)とよばれる

考え方である｡すなわち､人間は､生前に行なっ

た善行と､悪行との帳尻により､死後の運命が決

定されると考え､善行の結果として得 られる功徳

(ブン)が悪行を上回っていれば､死後でも幸福な

状態であるとする｡

第 3は､輪廻転生の思想である｡人間はこの世

で終わるものではなく､人間は生まれかわり死に

かわりしてとどまることがない｡現在の人間の生

存の状態は､過去の無数の生存における帳尻の総

和としての業(カム)により決定されると考える｡

この思想は､ある種の宿命論であろう｡ しかし実

際には､タイ人は宿命論特有の暗さがない｡それ

は､功徳の蓄積によって､死後の運命を現世にお

いてさえも､ある程度変えることができるという

希望的楽観観が内在されているためである｡

第4は､地獄(バープ)の存在が示されているこ

とである｡悪行が善行を上回れば､死後の世界と

しての地獄の存在が指摘されている｡反対に､善

行が悪行を上回る功徳の状態であれば､天国(サ

ワン)があるとする｡タイの民衆は､天国よりむ

しろ人間の世に生まれて､富貴権勢に恵まれた現

世の幸福の状況を功徳(ブン)に対応するものとし



て理解 しているようである｡功徳を積んで､死後

再びこの世に戻って､王様や大金持ちになって楽

しく暮らせるようになりたい､というのはその代

表的考え方である｡

第 5は､出家が功徳を得るための最良の手段と

して認識されていることである｡タイでは､男性

は若い時期に出家するという習慣が一般的になっ

ている｡

このようなタイの小乗仏教の思想は､タイ従業

員の価値観にも大きな影響を与えている｡

②現実享楽主義

タイの文化 ･価値構造として指摘したいのは､

現実享楽主義である｡タイの人は､与えられた現

実のなかで､一日を楽しく生きようとする｡タイ

人は､サヌック(楽しむ)を大切にするという｡将

来のために現在を犠牲にするより､現在の生活を

重視する｡楽しく生き､美味しいものを食べ､一

日一日が平穏無事に過ぎ行くことがタイ人の心情

である｡企業でタイ人は残業をしたがらないとい

う声を聞くが､タイ人は仕事より家族生活を重視

する｡タイの町を歩くと､夕方から家族や親戚同

士が屋台や飲食店で食事を楽しんでいる姿をよく

見かけるし､バンコクのような大都会では夜遅く

までデパー トでショッピングしている家族づれが

見られる｡このようなことは､日本にはあまりな

いことであろう｡タイ人のほうが日本人より生活

を楽しむ術を心得ているようにもみえる｡ 日本は

確かに経済的には豊かになったが､その反面､現

在の生活を楽しみ享受する生活が犠牲になってい

ないだろうか｡タイは経済は貧しいが､日本では

忘れている何かがあるように思う｡

③権威主義-ナ-イの社会

タイ人は､勤勉価値はあまり重要視されてこな

かった｡また､タイのエリー トは､肉体労働､工

場現場での労働を低く見ており､軽蔑する傾向が

ある｡ 日系企業の日本人は､タイ人は怠け者で勤

勉でなく､大卒技術者が現場に入 りたがらないと

いう印象を持つ人が多いが､それは労働に対する

価値が日本と相違しているためである｡文化的､

歴史的に見ると､それはタイの ｢チャオ ･ナ-イ

社会｣に求められるという｡チャオ ･ナ-イとい

うのは､タイの旧社会の制度であるサクディ ･ナ-

制における高級貴族官史のことである｡タイ社会

を特徴づけるサクディ ･ナ-制とは､全国民を領

有する国王が､平民に一定の土地の耕作権を下賜

し､平民はその代償として､賦役､兵役､納税等

の義務を果たすという､封建制度に近い社会制度

である｡サクディ ･ナ-制は､貴族官史が平民を

支配 し､貴族階層と平民階層という2つの階層の

階層分化をもたらす結果となった｡タイでは､現

在でもエリー トは､チャオ ･ナ-イたる貴族官史

のようになること､チャオ ･ナ-イのような生活 ･

価値観を持つことが理想とされている｡チャオ ･

ナ-イの理想的生活規範は､手を使っての労働､

肉体労働をしないこと､金銭的に出し惜しみしな

いことだとされていた｡働かないで､金を浪費し

て生きるという貴族官史のような人が､タイでは

エリー トの生活の理想であり､社会から威光を獲

得できる人なのである｡このような価値観が現代

のタイ社会に依然として存在 している｡例えば､

大学においても優秀な学生は､官史を目指して法

文系の学部に集中し､技術系学蔀は人気がないと

いう｡大卒者は､会社に入っても生産現場に入 り

たがらないし､現場を管理したり技術的援助をし

たがらないという｡タイのある日系企業の工場長

は､工場長である自分が率先して働けば､労働者

も働くようになると思って一生懸命に働いてみた

が､タイ従業員で誰もついてくるものがなかった

と述懐 している｡これは日本と勤労に対する考え

方が相違 している好例であろう｡タイ社会の最高

の価値たるチャオ ･ナ-イの理想は､労働 しない

ことであり､この工場長は､日本人と同じように

｢工場長さえこんなに働いているのだから､我々

も頑張らなければ｣とタイの労働者が考えてくれ

るだろうという期待があったのだろう｡ しかし､

現実は､全く逆に軽蔑され､おそらく ｢こんな暑

いところまできて､あんなに働かなければならな

いのは､日本ではよほど使い物にならない人間だっ

たのだろう｣とタイ人に思われたためである｡

④個人主義

タイの企業経営に影響を与える文化 ･価値構造

として個人主義的価値が指摘できる｡タイ文化の

個人主義といっても､それは西洋における個人主

義とは異質のものである｡周知のように西洋の個

人主義は一神教たるキリス ト教文化を基盤 として

成立し､神と人間との一対一の関係 としての個人

主義である｡タイが個人主義的文化を持つといっ

ても､それは個人が自由で､独立的であり拘束 ･

規制を嫌 うという意味である｡では､なぜタイで

個人主義が醸成されたのであろうか｡

歴史的に見るとタイの村落社会は､厳密な階層

関係が存在 していなかった｡個人の社会的位置を

支配するような固定した規則がなく､階層的な人

間関係や共同労働的まとまりはあるが､それは全

面的服従を意味するものではなかった｡タイの村

落社会では､村民個人の独立性 ･自主性が守られ

た上での､村長と村民､老若のある種の社会的位

置 ･階層が認定されているくらいである｡ただ､

年長 ･先輩といった年功的要因は､かなり村落で

の人間関係で重視されていた｡このようなタイの

村落での個人主義的価値観は､現在でも依然とし

てタイの文化の特徴として大きく残っている｡
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さらに､タイにおける個人主義の醸成の原因と

して考えられるのは､タイ社会の家族制度が核家

族であったとい うことである｡タイでは､中国の

ような拡大家族､日本のような直系家族とは異な

り､結婚すると双方の両親から離れて独立して家

を構える核家族形態が村落において一般的であっ

た｡核家族制は､個人の独立､自主性や自由を助

長 し､個人主義的価値を植え付ける｡タイ人の個

人主義的文化が､タイ人従業員は集団-の忠誠心 ･

一体感が希薄である､独立したがる､規律を守ら

ない､上下関係 ･年功を重視するといったタイの

企業経営風土の特徴を生み出している｡

(6)バンコク日本人商工会議所 (2007)､172ペ-

ー

､l
1

I.

I.-
;_,I

吉田美喜夫 (2007)､320ページ｡

日本労働協会 (1990)､235ページ｡｢タイの

労働事情｣235)

(9)バンコク日本人商工会議所 (2007)､184ペー

ジ｡

(10)バンコク日本人商工会議所 (2007)､178-17
､ヽヽ

9ベーン｡

(ll)ILOについては､日本ILO協会 (1999､2004)､

中山 (1998)､吾郷 (2005)に詳しい解説がある｡

(12)反組合的差別行為に関する主要な規定は以

下である｡ ｢労働者は､雇用に関する反組合的な

差別待遇に対 して十分な保護を受ける｡労働組合

に加入せず､または労働組合から脱退することを

労働者の雇用条件とすること､および､組合員で

あるとい う理由または労働時間外にもしくは使用

者の同意を得て労働時間内に参加 したいという理

由で､労働者を解雇 し､その他その者に対して不

利益な取 り扱いをす ること｣､を禁止 している

(団結および団体交渉権条約 (第98号条約第 1条))0

(13)干渉行為に対する保護に関する主要な規定

は以下である｡ ｢労働者団体を使用者または使用

者団体の支配下におくために､使用者もしくは使

用者団体に支配される労働者団体の設立を促進 し､

または労働者団体に経理上の援助その他の援助を

与える行為｣､を禁止 している (団結および団体

交渉権条約 (第98号条約第 2条))｡

(14)1957年に採択された ｢強制労働の廃止に関

する条約｣(第105号条約)の第 1条の規定は以下

である｡ ｢この条約を批准する国際労働機関の加

盟国は､次に掲げる手段､制裁､又は方法として

の全ての形態の強制労働を禁止 し､かつ､これを

利用 しないことを約束する｡(a)政治的な圧制もし

くは教育の手段､または政治的見解もしくは既存

の政治的 ･社会的 ･経済的制度に思想的に反対す

る見解を抱いたり､発表することに対する制裁｡

(b)経済発展の目的のために､労働力を動員､使用

する方法｡ (C)労働規律の手段｡(d)同盟罷業に参
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加 したことに対する制裁｡(e)人種的､社会的､国

民的､または宗教的差別待遇の手段｡

(15)1999年に採択 された ｢最悪な形態の年少労

働の禁止および廃絶｣(第182号条約第 3条)での

最悪の形態の労働の定義は以下である｡ ｢(a)年少

者の売買､債務による拘束および農奴､武力衝突

に使用するために強制的又は制度的な年少者の徴

用を含む強制労働又は義務労働等､あらゆる形態

の奴隷制度又はそれに類似する慣習｡(b)売春､ポ

ルノの制作又は卑猿な演技のために年少者を使用､

斡旋又は供給すること｡(C)不正な活動､特に関連

する国際条約で定義された麻薬の生産や密売に年

少者を使用､斡旋又は供給すること｡(d)業務の性

格により､又はそれが行なわれる状況により､年

少者の健康､安全､又は道徳を損なう恐れのある

業務｡｣

(16)第 1号条約では､労働時間については､労

働時間を原則 として 1日8時間､週48時間以内し

ているが､以下の適用除外を認めている｡ ｢(a)監

督又は管理の地位にあるもの又は機密の事務を処

理するもの､(b)週のうち1日又はそれ以上の日の

労働が8時間より少ない場合で､その分を他の日

に追加することはできるが､追加は 1日1時間を

越えてはならない､(C)交代制の労働の場合は､ 3

週以下の-期間内での労働時間の平均が条約の一

般基準を超えてはならない｡｣

(17) 日本は第14号条約 (｢工業的記号における週

休の適用に関する条約｣(1921年制定))を､批准

していない｡ 日本が批准 しない理由は､労働基準

法が原則 として毎週 1回の休 日を与えなければな

らないとしているが､4週4日の休 日も認めてい

ること (同法35条)などのためである｡

(18) 日本は第52号条約 (｢年次有給休暇に関す

る条約｣(1936年制定))を､批准 していない｡

(19)ILOについては､日本ILO協会 (1999､2004)､

中山 (1998)､吾郷 (2005)に詳 しい解説がある｡

(20)ILO憲章前文､およびフィラデルフィア宣言

(国際労働機関の目的に関する宣言)については､

日本ILO協会 (1999)に日本語訳がある｡

(21) 日本ILO協会 (2005)､20ページ｡
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